
Ⅲ　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況　

１　一般職員の勤務時間、休憩時間の状況

２　一般職員の年次有給休暇の状況

３　主な特別休暇等の取得状況

内　　　　　容
 40時間

区　　　　　分
 1週間の正規の勤務時間

 8時間
 8時30分

 1日の正規の勤務時間
 開始時刻

 17時15分
 12時00分～12時45分

 終了時刻
 休憩時間

区　　　　　分 内　　　　　容
 付与日数（1年間） 20日
 繰越限度日数（1年間） 20日以内
 平均取得日数（平成18年実績） 13.7日

休暇の種類 休暇日数等 18年度取得実績

 結婚休暇 職員が結婚する場合で連続する7日以内 7 件　

公務上の疾病又は負傷の場合は必要と認める期間、
公務外の疾病又は負傷の場合は連続90日（例外あ
り）以内の必要最小限度の期間

311 件　

 子の看護休暇 小学校就学前の子を看護する場合で1年につき5日以
内

 服忌休暇 職員の親族が死亡した場合で親族に応じ1～10日以
内 93 件　

 祭日休暇 父母、配偶者及び子の追悼のための行事を行う場合
で1日 30 件　

出産の予定日以前8週間 9 件　

 産後休暇 出産の日後8週間 9 件　

 産前休暇

職員の妻が出産する場合で産前・産後8週間以内の
期間に小学校就学前の子を養育する場合で5日以内 1 件　

 育児休暇 生後満1年に達しない乳児の授乳等を行う場合で1日
2回、各30分以内 5 件　

 配偶者出産休暇 職員の妻が出産した場合で出産の日後2週間以内において3日以内 6 件　

 育児参加休暇

 夏季休暇

配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合
で連続する6月の範囲内の期間 0 件　

職員団体の業務に構成員として従事する場合で1年
につき30日以内 1 件　

7～9月までの期間内に3日 －　 

17 件　

 病気休暇

 介護休暇（無給）

 組合休暇（無給）
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４　育児休業の取得状況
18年度
取得者数

全取得者数に
占める割合

取得期間

 3月以下

 3月超6月以下

 6月超9月以下

 9月超12月以下

1 人 7.7％

3 人 23.1％

4 人 30.8％

－

計 13 人 100％

5 人 38.4％

－

 12月超

 部分休業
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